
2025年度  
専門職を対象とした成年後見等実務者・ライフコーディネーター養成研修実施要綱 
 
※浜松成年後見センターの “ライフコーディネーター” とは 

高齢や病気などにより、判断力理解力は充分に保たれていても、老後や疾病等の不安や、備えて安心したい方々の

為に、意向や希望等を聴き取り、アドバイスや情報提供、手配などを専門職として行い、見守りから包括的支援まで、利

用者のニーズに合わせ必要な支援を提供していきます。 法人として、入院入所の身元保証も行います。 

 

1. 目的  

法人後見人等、ライフコーディネーターの担い手として、専門職の経験と知識を生かした信頼性ある質の高い

人材を養成する。 

 

2. 主催  特定非営利活動法人 浜松成年後見センター 

 

3.  研修参加対象者・下記の要件を満たす人 

(ア) 地域福祉・社会貢献に意欲を持つ人 

(イ) 福祉、医療等の専門職として実務経験のある人。 

(ウ) 有資格者であること（①～②のいずれかにあてはまる人） ※不明な点はお問合せください 

① 社会福祉士（高齢者・障がい者分野） ・保健師 

② 介護支援専門員（居宅ケアマネ 3年以上、地域包括支援センター経験者）など 

(エ) 座学〈2月必須研修〉全日の受講が可能な人 

 

3. 研修日 202６年 1月 ３１日～ ２月 ２８日 土曜日 13：00～16：30   

                                              

5.  会場  遠鉄百貨店 新館会議室を予定 

 

6.   費用  25,000 円  (費用は講習初日にお支払いいただきます) 

 

7.  研修内容 当センターホームページにてプログラムを参照ください。 

 

8.  応募方法    

◆申込書類について 

浜松成年後見センターホームページよりダウンロードした書式に記入の上、郵送にてお申し込みください。 

 

＜提出いただくもの＞ 

① 成年後見従事者育成講座 受講申込書 

顔写真 3×４ｃｍを忘れずに添付してください （スナップ写真不可） 

② レポート（志望動機 400字以内） 

＜申込書類の提出＞  

① 郵送により、「浜松成年後見センター」宛てに提出してください。 

持参の場合は、月曜日～金曜日の午前９時から午後５時の間にお願いします。  

 

② ＜受付期間 ＞ 

1. ～202６年 1月 ９日（金）必着 

2. 締切日後の提出についてはお受けいたしかねますのでご了承願います。 

 

③ 受講者の決定  

3. 書類選考後、受講可否の決定は、2026年 1月１６日(金)までに応募者全員に郵送で連絡します。 

4. 個人情報については、後見人養成研修の受講に関する用途以外には使用しません。また、受講

決定がされなかった方については、提出書類を返送します。 

 

 

 



 

 

◆専門職向け公開講座 『成年後見制度に関わる法律(仮題)』 

日時； 2026年 2月 21日（土）13：30～16：30 [実務者研修と兼ねています]  

場所: 遠鉄百貨店 新館会議室 (予定) 
講師； さなる法律事務所 鈴木 淳 弁護士 

     受講費：無料 ＊申込は、下記浜松成年後見センターへ電話・FAXにて 
    

 

 

問い合わせ・受講申込書送付先                    

〒430-0946 浜松市中央区元城町 115-10  元城町共同ビル 8階 
 特定非営利活動法人 浜松成年後見センター  (担当:今井・堂元) 

電話: 053-452-4630  FAX: 053-522-8123 
 

◆ 申込書のダウンロード HP  http://guardian-center.com/index.html➡新着情報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


